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平成 27年度第 3回（第 9回）米沢市総合計画審議会 会議録 

 

１ 日  時  平成２７年６月９日（火）１３：３０～１５：２０ 

２ 場  所  伝国の杜小会議室 

３ 出席委員 

尾形健明会長、安部美和子委員、泉多惠子委員、奥村あい子委員、小野浩幸委員、 

佐藤大喜委員、島津眞一委員、白井裕久委員、白石祥和委員、鈴木清治委員、 

清野雅好委員、林宗太郎委員、我妻仁委員     以上１３名 

（遠藤秀平委員、大和田浩子委員、小野寺忠司委員、柴田正孝委員、佐藤晃代委員、 

中嶋朱実委員は欠席） 

事務局 

副市長、総務部長、企画調整部長、市民環境部長、健康福祉部長、産業部長、 

建設部長、会計管理者、水道部長、市病事務局長、議会事務局長 

（教育管理部長、教育指導部長は欠席） 

総合政策課 課長、課長補佐、総合計画策定室長、担当 

４ 会議録 

（１）開会 

（２）会長あいさつ 

会 長  お忙しい中お集まりいただきありがとうございました。いよいよ審議会も本日

の会議が原案をつくる段階では最後になります。答申が８月上旬ですので、今日

まとめていただいた案は、パブリック・コメントに出す状況になっております。

皆さん方もぜひ言いたいことをお話しいただき、答申案をつくっていきたいと思

います。どうぞよろしくお願いします。 

（３）議事 

事務局  審議会条例第５条第２項の規定により、会長が議長となることとされておりま

す。尾形会長に議長をお願いしたいと存じますのでよろしくお願いいたします。 

会 長  それでは、議事に入りたいと思いますが、本日の会議につきましては、午後３

時３０分までには終了したいと考えておりますので、議事の運営につきまして委

員の皆様の御協力をお願いいたします。それでは、本日の進め方について、事務

局から説明願います。 

事務局  はじめに、本日お配りした重点事業案について説明をさせていただき、御意見

を頂戴したいと思います。その後、前回まで御審議をいただいた基本構想・基本

計画案についての調整内容を説明させていただき、御意見を頂戴したいと思いま

す。なお、本日の御審議を踏まえた計画案を、７月１日からパブリック・コメン

トにかける予定としております。このパブリック・コメントの御意見等を踏まえ

た調整を行い、８月上旬に開催予定の審議会で最終的な計画案の決定をしていた

だく予定となっておりますのでよろしくお願いします。 

会 長  それでは事務局の提案に沿って進めさせていただきます。重点事業案について

説明願います。 

事務局  資料５「米沢市新総合計画前期重点事業（案）」に基づき説明 
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 この、重点事業案は、総合計画に掲げる将来像の実現に向け、基本計画に掲げ

るもののうち前期５年間で特に重点的に取り組む全部で１１の事業等を前期

重点事業として設定させていただいたものです。 

 １番目の人口定住の促進については、地域で長く暮らしてもらうための環境整

備を進めるとともに、市外からの定住促進を図るほか、交流人口の拡大を推進

することとしています。 

 ２番目の子育てを応援し子どもたちを大事に育てるまちづくりの推進につい

ては、若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえ、若者が安心して子ども

を産み育てられるようにするとともに、地域の中で子どもたちが郷土への愛着

を持つことができるよう切れ目ない支援を展開することとしています。 

 ３番目のコンパクトなまちづくりの推進については、買い物や医療・福祉等の

生活サービスや地域活動を集めた中心市街地を核とした密度の濃いコンパク

トなまちづくりを推進するとともに、周辺地域との相互連携を促進することと

しています。 

 ４番目の公共交通の充実については、市民バスなどの公共交通機関の充実を図

るとともに、デマンド型交通システムの導入を推進することとしています。 

 ５番目の雪対策総合計画の策定については、総合的な雪対策の指針となる雪対

策総合計画を策定することとしています。 

 ６番目の企業立地の促進と新産業の創出については、米沢八幡原中核工業団地

及び米沢オフィス・アルカディアへの企業立地を促進するとともに、サイエン

スパーク構想の実現に向けた取組や新産業創出に向けた取組を推進すること

としています。 

 ７番目の中小企業の振興については、中小企業の成長と発展を図るため、関係

団体等と連携・協力しながら中小企業者の経営基盤の強化、経営革新の支援、

ビジネスチャンスの機会創出等を促進することとしています。 

 ８番目の東北中央自動車道建設促進事業については、東北中央自動車道福島～

米沢～米沢北間の建設促進と（仮称）米沢中央インターチェンジの整備促進の

ための取組を推進することとしています。 

 ９番目の（仮称）道の駅よねざわ整備事業については、（仮称）米沢中央イン

ターチェンジに隣接した場所に山形県・置賜地域の玄関口として、新たな地域

の魅力を創造し、その魅力を発信する拠点施設「（仮称）道の駅よねざわ」の

整備を推進することとしています。 

 １０番目の市立病院建替事業については、老朽化の進む病院施設の建替事業及

び医療機器の整備を推進することとしています。 

 １１番目の財政健全化の推進については、多様化する市民ニーズに対応し、質

の高い行政サービスを提供するため、市税等の収納率向上や適正な受益者負担

の確立を図るとともに、自主財源の確保を推進します。また、公共施設等を計

画的に維持管理すること等により行政コストの縮減を推進することとしてい

ます。 

 この事業の選定にあたっては、米沢市における今後１０年間の１番の課題は
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「人口減少対策」であるとの審議会における共通認識、切れ目ない子育て支援

やコンパクトなまちづくり、雪対策など審議会において重要とされた御意見等

を参考に選定をさせていただきました。 

 原則複数の分野等にわたるようなものについては前半に、既に事業に着手して

いるいわゆるハード整備のものについては後半にまとめさせていただいてお

り、最後に行政経営の分野である財政健全化について記載しています。 

会 長  それでは、委員の皆様から重点事業案について御意見を頂戴したいと思います。 

委 員  前回意見を申し上げた上に、更に意見書としてまとめさせていただいたのです

が、基本計画案にはそれほど一貫した子育て施策が反映されておらず、落胆して

いたところでした。しかし、重点事業として組み入れていただき驚いています。

ただ、どう精査していいのか分かりませんが、前期重点事業も基本計画とリンク

してきた方がいいと思います。基づかなければならないのは基本計画だと思いま

すので、基本計画から前期重点事業に反映させたというところが説明せずに読ん

だだけでも分かるような形の方がいいのではないでしょうか。審議会に参加して

いれば分かるのですが、知らない市民が読んだ際にどうなのかと考えると、基本

計画の中にも重点事業がリンクしてくるような形だといいのではないかと思いま

した。重点事業のイメージ通り、子育てから子どもが育っていくまで捉えていた

だいたことに感謝します。 

会 長  ありがとうございました。基本構想も基本計画もそうですが、子育て一つをと

っても施策が多岐にわたっていて、拾い上げるのが大変なところもあり、今回は

重点事業として様々な施策を集めてきまして、子育ては重要だということを重点

事業でアピールしたのだと思います。他に御意見ございますか。 

委 員  ４番に公共交通の充実とありますが、同じくらい大事なのは自動車社会からの

脱却だと思います。自動車による依存度を低くしなければ、公共交通の存続は危

ういと個人的には思います。自動車に依存することは否めないのですが、公共交

通を整備することも大事ですし、公共交通を存続させることも簡単ではないと思

います。公共交通を存続させるには利用者を増やさなければならず、利用者を増

やすには、自動車利用者が少しでも公共機関を利用するようなシステム作りが必

要だと思います。車社会によって郊外型の商業施設ばかりが繁盛し、中心市街地

が活性化しない要因にもなると思います。公共交通を利用するとともに、自動車

社会から脱却できるシステム作りが必要だと思います。バスだけではなく、鉄道

もそうですが、高校生の移動手段としてのみのシステムであれば、存続問題に発

展しますし、地元だけではなく地域経済の活性化につながるような利用のあり方

も考えていかなければならないと思います。 

会 長  今運行している右回り・左回り線は冬期間に大変重宝しています。ここに、例

えば自転車も載せられるような機能が付いていると更に魅力的だと思います。デ

ンバーは道路の真ん中に電車のようなバスがあり、自由に乗り降りでき、南北や

東西方向で運行しています。富山市でもそういった公共交通を導入するような話

を聞きました。中心市街地活性化のためにも、公共交通機関を利用して街中に人

が流れて来ることができればいいという話はよくしています。 
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委 員  観光で気になっていましたが、観光に関わる重点事業が８番の東北中央自動車

道と９番の道の駅となりますけれども、東京や関西では外国人観光客が増えてい

ると感じていて、米沢も早めに手を打っておいた方がいいと思っています。オリ

ンピックが５年後に開催されますし、それに向けて急にやろうというよりは、事

前に情報発信をしておくことで、米沢に来た外国人が、よく理解でき、また快適

に地域で過ごせるには、地道に早めに取りかかっておかないと、外国人観光客が

来るからどうしようではなく、５年くらいかけて一つ一つやっていくということ

をどこかに入れておかないと、すぐそこまで外国人観光客は来ていますから、そ

の観光客を米沢まで伸ばすためにと考えれば、そろそろ力いれて欲しいと思いな

がら読みました。どこへ入るかは分かりかねますがお願いしたいと思いました。 

会 長  最近山大工学部も学内の案内看板を英語表記にされていましたので、そういう

ことを米沢市も実施して、観光地がよく分かるように進めることも大事です。 

委 員  ２番の子育てについては、乳幼児期から青年期まで一貫した支援をすることは

とても大切だと思いますし、親が安心して働ける環境の整備とありますが、これ

を見る限り、保育を必要とする親の就労も含めた環境の整備と読み取れますが、

子育てと言うと、子どもが何歳になっても親は親で、特にそういった受け皿とし

てないのは、若者の相談を受けていると、親がどこで失敗したのだろうと原因探

しに走ってしまうのですが、大事なのは、もう一度やり直せると言いますか、何

歳になっても親であり続ける限り子育てはやり直せますし、働くことはもちろん

大切ですが、子育ては間違っている、間違っていないではなく、いつでも相談で

きるという環境の整備も大事なのではないかと思っています。そういったところ

が保育とした区切りではなく、親として子育ては一生続くものなので、いつでも

相談・サポートできる体制をつくることが行政としては大切なのではないかと思

いますし、親支援というのがこれからどんどん必要になってくると感じていると

ころです。 

委 員  施策大綱を見ますと、郷土をつくる人材の育成や教育と文化のまちづくりが載

っていまして、いいなと思って見てきました。５年間力を入れていく重点事業の

中に、その教育の項目が明確に入っていないのではないかと思います。２番の「子

育てを応援し、子どもたちを大事に育てるまちづくりの推進」の中にイメージと

して入っているようですが、弱いような気がします。もっとも、教育というのは、

建物を建てたり、道の駅のような施設を造ったりするのとはニュアンスが違うの

かもしれませんが、重点事業の中に入れておいてもいいのかなと思います。あと、

学園都市も強く今まで言い出してきていますが、重点事業にはどこに出ているの

でしょうか。前回もお話ししましたが、市立病院の建替え事業というのは、１０

番としてありまして大事だとは思いますが、各小中学校の老朽化の対策やコミュ

ニティセンターの老朽化の甚だしいところの建替えも、せめて重点事業の中に一

つくらいは入れておいていただいてもいいのかなと思いました。 

会 長  今の御意見を伺ったうえで、重点事業としての数は増やせますか。 

事務局  特に数に制約はございません。 

会 長  現在実施している事業をもう一度書いていくのも構わないですよね。継続中の
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ものなど、例えば学園都市等で大学との関わり合いや高校以上との関わりなどが

ないのではないかというお話ですので、事務局で考えていただければと思います。

他にございますか。 

委 員  今の委員の発言とも兼ね合いがありますが、基本構想案内の基本目標を見て重

点事業と見比べると、産業分野や教育分野について載っているのですが、基本目

標５の「安全安心にくらすまちづくり」がこの重点事業には書かれていないと思

いました。雪の問題は米沢の災害の一つでもありますし、地震でも活断層が米沢

の近くにあるなど、災害に備えても自主防災組織率も県内では低い方と聞いてい

ますし、日ごろの備えということで、この防災の観点も入れていただければと思

いました。 

会 長  ありがとうございます。他にありますか。 

委 員  重点事業の１０番「市立病院建替事業」についてですが、この文言で見ると、

新しいきれいな病院が出来てそこで終わりと読み取れます。もう一つ別の視点が

必要かなと思っていまして、市立病院は赤字経営をしているので、黒字体質にど

のように持っていくのかも大事かと思います。例えば、放射線治療や、最新の治

療をするとなると、米沢市民も県外の大型病院等に出かけている人もいますが、

それを考えると、その機能を市立病院に持たせることで、逆に県外の福島や仙台

から患者を呼べる収益事業のような視点もあってもいいのではないかと思います。

また、適した立地も考えていくべきだと思いました。 

会 長  ありがとうございます。収益事業となると大変ですが、昔、外国人のツアーを

組んで、その人たちを病院へ入れて健康診断を行って帰るというツアーを発案し

た方がいましたね。 

委 員  市民目線で見ると、基本目標が６個あり、それに対して前期の５年間の重点事

業なのかなと思っていましたが、基本目標の６つの番号の振り方と、重点事業の

番号の振り方や内容が、横にスライドして見えてこないので、パブリック・コメ

ントとして重点事業だけを開示するのであれば納得するかもしれませんが、基本

目標があって重点事業を担っていると考えると、例えば基本目標１に対して重点

事業が１のように、文章を構成したほうが分かりやすく、事業案としてはいいの

ですが、表示の仕方を基本目標ベースに書いた方がいいと思います。 

会 長  ありがとうございます。事務局で御検討をお願いします。他にございますか。 

委 員  重点事業２番のイメージ図ですが、矢印があって分かりやすく工夫されている

と感じました。ただ、学童期から青年期までにおける支援を読むと、各部分を組

み合わせて載せている網羅的な内容になっていると感じました。重点事業とはこ

ういうことなのかと思いながら見ましたが、「学校不適応の子どもたちへの一貫し

た支援」とありますが、この５年間で何をしていくのかと考えたとき、基本計画

では違ったニュアンスで書いてあり、このイメージからは具体的なものが見づら

いと感じました。イメージとしては工夫していますが、５年間で何をしようとし

ているのかが見にくいという感想を持ちました。 

会 長  ありがとうございます。事務局で御検討をお願いします。 

委 員  基本構想から基本計画、それから５年間の重点事業それぞれを見ると、今まで
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の検討経過を踏まえて、部分だけを見るとよく書けているという印象です。しか

し、これらを通して読むと逆に全体像が分かりづらくなっています。これがパブ

リック・コメントに出されると考えると、詳細まで読む時間がないので、どのよ

うに見て、どのような施策をイメージするのかと懸念しながら見ていました。体

系図としては、基本になるのが基本構想の１２，１３ページが考え方の体系だと

思います。実は市民ベースで見ると、分かりづらいのですが、どうしても必要な

のは、基本計画として市の組織ベースに業務を落とし込むときに、どの課がどの

目標で何をするかが必要であり、その部分が１３ページであって、基本計画だろ

うと思うのですが、基本計画では複数の課名があって施策が書かれているだけな

ので、市民にとっては施策がどのように実行されていくのかが分かりづらいと感

じます。資料５を見たときに、イメージを見ると、字が多すぎますが、割とシー

ムレスに、各結婚から学童期・青年期までに至る時系列的な施策の組み合わせは

分かりやすいと思います。できれば、基本構想の１２，１３ページの間にそうい

ったイメージがあると、市民から見れば分かりやすいなと思って見ていました。

また、これも総合計画での範疇を超えた話かもしれませんが、政策自体が市の部

局を横断的に構築されるほど、実行ベースでいかに総合調整やリーダーシップを

図っていくのかということが分かりづらいと感じました。例えば、所管する担当

課のトータルの部分、そのスキームイメージ全体を見ながら、全体の中で個々の

施策の調整をどのようにしていくのかが明示されていると市民にとって分かりや

すい計画になるのではないかと思いました。 

会 長  この計画は市の内部でも検討していますよね。今の御意見は、どの課がどこを

担当しているかが分かれば市民としてはイメージが湧くのではないかということ

です。事務局で検討願います。 

委 員  重点事業は、基本目標に基づく施策が基本計画にあるので、その中から５年間

の重点事業としてピックアップして、資源も財源も労力も集中するという構図を

作っていただければ分かりやすいかなと思います。例えば、ハードの整備は８番

から１０番は直接形が見えて財源も資源も投入すると分かりやすいですが、１番

の人口定住促進や、２番の子育て応援を見ると、基本計画に施策は書いてありま

すが、定住促進を図るためＵＩＪターン者に対する支援の強化が重点事業だとす

ると、漠然としているので、この５年間でＵＩＪターン者を増やすための具体的

な事業を載せてほしいなと思います。２番目の子育て支援についても、イメージ

は分かりやすいですが、子育て中の親が安心して働ける環境の整備の中で、保育

所の整備や学童保育の整備、環境整備もあるし、病後保育も必要ですが、プラス

両立支援は今までもお話ししていますが、受け皿も必要ですが社会全体の意識、

企業の子育てを両立支援していくための環境整備も大事だと思うのですが、ここ

にある事業所内保育所は簡単にもつくれませんし、そういった意味では事業所内

保育所を含めた民間企業の両立支援の取組が必要だと思います。また、市民の意

識の改革を啓発活動だけにすると、啓発活動が重点事業なのかと思えるものです

から、もう少しブレイクダウンした形で具体的に、見て分かるように出していた

だければと思いました。また、持続可能なまちづくりの基本目標６が１１番の財
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政健全化に含まれると思うのですが、１０年間の総合計画の中の５年間の中で財

政健全化は必要だと思うのですけれども、先ほど来話のあった、施設の老朽化に

伴う建替えや維持管理コストはこれからも増えていく中で、米沢だけでない広域

を視野に入れて、いかに地域の中で連携しながらコストを共有していくかという

視点もこの中に入れていただきたいなと思います。そういう意味では、市立病院

も単に建替えるだけではなく、建替える以上、中核病院としての役割は様々病院

基本構想にもあるのですけれども、果たして患者が求める今ない診療科をつくっ

て地域医療の中核としてやっていけばいいのか、それには当然財政負担もかかる

ので、置総と市内の民間病院と地域の診療所と連携を図って、地域医療の観点か

ら病院のあり方を検討することが必要だと思います。建替え事業自体は重点事業

だと思うのですが、建替えが目標ではなくて、基本目標である健康長寿を支える

まちづくりを支えるための一つの施策なので、配慮していただきたいと思います。 

会 長  ありがとうございます。 

委 員  重点事業ということで１１項目あるわけですが、基本目標の全てを叶えること

ができるわけではないし、重点事業で５年間ということなので、うまくまとまっ

ているなという印象を持ちました。８番から１０番あたりは道の駅や自動車道な

ど市民も知っているような項目ですので、タイムリーなことだと見せていただき

ました。自動車道が完成し、人の流れも変化して、外国や県外から観光目的等様々

な面で交流が出てくると思いますが、農業面から見ると、米沢のＡＢＣは売込み

しておりますが、産地間競争は農業面でも激しく、地域特産のブランドの農産物

も様々出ておりますので、その観点からも、道の駅米沢整備事業に関しては、そ

こで米沢の何をアピールするのかという点で力を入れていくべきだと思いますし、

道の駅ができたから何をしようかということでは遅いと思うので、どういうもの

をやっていくかは重要だと思います。それに合わせて、米沢ブランドをもっとＰ

Ｒしていく必要があると思いますので、前期５年の中で、そういった盛り込みを

しておいた方が道の駅米沢整備事業がもっといい形で整備できるのではないかな

と思います。 

会 長  ありがとうございました。次に進ませていただきます。基本構想・基本計画案

について説明願います。 

事務局  資料１「米沢市新総合計画（基本構想案 6/9 修正）」、資料２「基本構想（5/19

修正案）への御意見等と御意見に対する調整内容」、資料３「米沢市新総合計画基

本計画（案）（6/9修正）」、資料４「基本計画（案）への御意見と御意見に対する

調整内容」に基づき説明 

 前回の審議会での御意見等も踏まえ、修正したものを資料１及び資料３として

お出ししています。変更部分については下線にてお示しをしています。なお、

軽微な語句等の修正については表示しておりませんので御了承願います。 

 前回の主な御意見とそれを踏まえた調整内容をまとめたものを資料２及び資

料４としてお出ししています。 

 大きな変更点についてのみ御説明をさせていただきます。 

 御説明の前に１点修正箇所がございます。資料３の基本計画案４ページの成果



8 

 

指標につきまして、１番の製造業の付加価値額の単位が百万円となっています

が、確認ミスで、千万円単位となっております。この部分の修正をさせていた

だきたいと存じます。合わせて、１ページの付加価値額につきましては、従業

員が３０人以上の事業所を対象とし、４ページの付加価値額が従業員４人以上

の事業所を対象としているため、内部で今後調整をさせていただき、単位の調

整を行ってまいりますので御了承願います。 

 基本構想案についての大きな変更点としましては、基本目標の順番を変更させ

ていただきました。この順番につきましては、審議会としても御意見が統一さ

れていないことから、事務局で検討した結果、これまでの審議により、委員皆

様の共通認識となっている、米沢市における今後１０年間の 1番の課題は「人

口減少対策」であるとの考え、また、「人口減少対策」のためには、安心して

子どもを生み育てるために必要な安定した収入の確保が必要であり、そのため

には産業振興と、人材育成を行う必要があるとの御意見も踏まえまして、人口

減少対策に力を入れていく姿勢を表す順番としまして、基本目標の「挑戦し続

ける活力ある産業のまちづくり」で産業振興を図り、基本目標の「郷土をつく

る人材が育つ、教育と文化のまちづくり」で人材育成を行うことで、子育てに

必要な安定した収入の確保を図り、基本目標の「子育てと健康長寿を支えるま

ちづくり」を行うという流れとなるよう、これまでの基本目標の３番と４番目

の順番を入れ替える形で整理させていただきました。 

 結果、基本目標の順番は次のようになります。 

１ 挑戦し続ける活力ある産業のまちづくり  

２ 郷土をつくる人材が育つ、教育と文化のまちづくり 

３ 子育てと健康長寿を支えるまちづくり 

４ 自然と都市の魅力が調和し、賑わいと交流を促すまちづくり 

５ 安全安心に暮らすまちづくり 

６ 持続可能なまちづくり (協働・行政経営) 

 なお、この順番は結果として、現在国が人口減少対策に力を注ぐため策定して

おります「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本目標の順番に概ね合致す

る形となったことから、人口減少対策に力を入れていく姿勢を表わすものとし

ては妥当なものであると考えています。 

 基本計画案についてきましては、基本構想の変更に伴い、第３章と第４章を変

更したほか、前回の御意見に基づき文言等を修正させていただきました。また、

事務局で再度調整した結果、例えば施策１－３に畜産分野における現状、施策

４－２における計画的なゾーニングによる適正な土地利用の推進のための取

組等の不足ししていた箇所について追記させていただいております。 

 なお、より具体的な施策を記載できないかとの御意見をいくつかいただいてお

りましたが、基本計画は、施策の方向性を示すものであり、より個別具体的な

事業については、基本計画の施策に基づき計画する実施計画に登載することと

なりますので御了承いただければと思います。 

 そのほか、前回審議会で御質問等のありました、アンテナショップの売上額等
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の回答については、資料４の調整内容等の欄に記載させていただいています。 

会 長  それでは、委員の皆様から基本構想・基本計画案について御意見を頂戴したい

と思います。 

委 員  基本計画の３ページについてですが、基本構想にもあるように、人口減少対策

と若い人たちが子育てしやすいようなまちづくりや環境整備の中には、働く若い

人たちが今の安定した雇用に加えて勤労所得を増やしていく施策が大事だという

ことを共通認識で議論してきたと思います。そう考えると、施策１－１「活力あ

る商工業の振興」はコンパクトにまとまっていると思うのですが、例えば施策１

－１－７に「米沢産業育成事業等の推進により将来本市の産業を支える人材の育

成を支援します」とあり、若い人たち等の人材を育成していこうということなの

ですが、産業育成事業で今行っているのは、はんだ付けやファインピッチの指導

といったものづくりの一部を支える人材を支援していこうという事業をしている

のですが、今までの議論を踏まえれば、例えば新しい産業を支えていく上で、土

木業や建設業でもＣＡＤではなく３ＤＣＡＤで設計できる人材を育成するとか、

また、ＩＴ関連の単なるＣ言語ではないソフトウェアを開発できる人材を育成し

ていくとか、多種多様で高度な技術を身につけて職業人としての付加価値の高い

人材を市として育成していくという強いメッセージが欲しいと思います。そうい

った意味では、これから産業界に入っていく高校生や専門学校等を卒業して戻っ

てくる人たちに、今の環境に安住することなく、企業の中でのキャリアアップや

職業教育を受けてもらうよう、行政として支援していくことが必要だと思います

し、何も行政がコストをかけて支援するだけでなく、大学や教育機関と連携しな

がら効率的に運営していくことも必要だと思います。つまり、単に人材を育てる

という表現でなく、高度でかつ多様なスキルを持った人材を育てていくというと

ころを入れ込んでいただきたいと思います。それに関連して、施策の２－２では

学校教育や社会教育等があって、ここでの大きい課題は１８歳と２２歳の２つの

ハードルがあり、これが大きい壁となって人口が流出して戻らないというのが共

通の認識だと思います。それを打破するためには、施策２－２－３にあるように、

地元大学への興味を持ってもらう出前講座や高等学校と大学の連携を推進し、地

元大学への進学率の向上を促進することは確かに必要で、今の地元大学への進学

割合は非常に低くて、高めていくことは必要だとは思いますが、それは１８歳の

壁を一つ崩して地元の進学率を高めるということで解消され、２２歳の壁を崩し

ていくためには、もう一つ方策が必要で、例えば、これから５年１０年後を考え

て、地域に不足しているのは看護職、保育士、介護職（ケアマネジャーや専門員、

介護福祉士）等ハイレベルな若い方で、こういった人を受け入れて育てていくこ

とが理想ですが、実情は専門学校や大学で市外へ出ているので、そういう方々が

帰って来ることができるような方策を是非ここで考えていただきたいと思います。

米沢市立病院では、看護師が足りないので奨学金制度を導入し、月５万円を学生

に支給し、米沢市立病院に就職すると奨学金の返還は不要としていますが、この

制度を拡充して、この地域では看護師が必要なので、米沢に戻ってくるのであれ

ば、一定期間免除するという今までの発想から脱却した形で入れていただきたい
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と思います。２２歳で米沢へ帰ってきて、３０年～４０年米沢市で３０万平均の

賃金を得て、生涯で１億５千万から２億円の収入を得れば、所得であれば１億数

千万、市民税で言えば数千万の税金を納めてくれるわけですので、先行投資にな

りますが、そういう方々が戻って来られるような、壁を取り払う施策を何か入れ

ていただきたいなと思います。また、この基本計画に盛り込まれないと実施計画

に反映されないとなると、ぜひ基本計画に入れていただきたいのは、学校教育で

グローバルな人材を育てるということで、小中学校から英語教育は教育課程でも

やっていますが、米沢市としては、確かな学力と郷土愛に加えてもう一つ何か施

策を謳っていただきたい。また、「がってしない子ども」にはグローバルな人材も

中には入るのだというアピール・メッセージも入れていただきたいなと思います。

最後に、２５、２６ページの健康長寿で非常に気になっているのが、目指す姿で

「食や運動を通した健康への意識が高い、健康増進のまちを目指します」とあり、

非常にいい目標ではありますが、実際米沢市は特定健診受診率は県内でも非常に

低い数値ですし、新生児の死亡率も置賜地域内でも高く、県内でも健康に関する

数値は、置賜地域、特に米沢はパフォーマンスが非常に低いと認識しています。

そう考えると、単なる生活習慣病予防を推進することで特定健診受診率の現状値

３０．１％から目標数値６０％に上げるということは、かなりハードルが高い目

標なので、これを実現するためには、単に健康推進体制の整備や健康意識の高揚

だけではなく、特定健診の事業そのものを見直す必要があると思います。例えば

現在はすこやかセンターで集団検診を行っていますが、そういう規制的なものを

取り払って、過去にあったようにコミュニティセンター単位で特定健診の集団検

診を行っていくなど、何か劇的に変えていかないと、６０％まではいかないと思

います。あとは、３１ページの「目指す目標値」が二つ並んでいますが、ここは

「市民・地域・事業者に期待する役割」になるのかなと思います。あと、４９ペ

ージの電子申請です。市民が行政サービスを利用していく上で電子自治体の推進

は非常に大事なことなので、ホームページを活用しながら情報提供をしていただ

いて、電子申請をいかに根差していくかは大事なことだとは思うのですが、最近

の報道を見るとコンビニエンスストアをうまく使って住民票を取得できるサービ

ス等新たなサービスが出てきているので、ＩＣＴを活用した学校教育、情報教育

の推進だけでなく、市民サービスの中でＩＣＴを使って、市民にとって高齢社会

の中での利便性の向上にも繋がりますし、是非コンビニエンスストアを使ったよ

うな形でのネットワークを活かしていただきたいと思いました。 

会 長  ありがとうございます。他にありますか。 

委 員  施策２－２－１に心の教育とあり、前回の道徳教育を直していただいて、大変

良くなったと思いますが、全体目標の郷土をつくる人材が育つというところにポ

イントをおきますと、心の教育では心もとないと思います。むしろ「地域の課題

解決に資する教育」など地域学習のようなものを言葉として入れていただけたら

いいのではないかと思いました。今の子どもたちは何年か経つと大人になるわけ

ですし、選挙権も１８歳からという動きもあるようですので、これは小中高も地

域課題に関する学習というものを取り入れてもらうようにしたらいいのではない
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かと思っているところです。施策２－２－３には高等学校・専門学校の充実とあ

りますが、市の明るい選挙推進委員は高校へ行って、選挙の仕方や選挙を棄権し

ないように出前講座を行っているようですので、その折にでも米沢市の課題等を

教えていただくなどして、地域の課題へ関心を持つようにすれば、先程の１８歳

や２２歳の選択の時にも少しは役に立つのではないかと思います。故郷に愛着を

感じることは大切でありますけれども、小中高の内から地域を見て、僕・私なら

こうすると考える学習を積み重ねる取組をしていただければ、地域づくりにやが

ては役に立つ人材になるのではないかと思いました。 

会 長  ありがとうございます。他にありますか。 

委 員  これからの時代を担う人材育成には、新しい付加価値を生み出す人材を育成す

べきだと先ほど発言があり、全くその通りで、大学に籍を置く者として、真っ先

にそういうことを感じました。非常に素晴らしい指摘だと思いました。また、先

程の意見で、重点事業で観光や国際対応をもっと前半にシフトすべきとの御意見

がありましたが、施策４－５について、ここにグローバルな情報発信が薄いと気

になりました。東京オリンピックが誘致されて日本に来る外国人観光客は間違い

なく増えますが、黙っていると米沢には来ないと思います。つまり事前に日本の

美しいものは、文化を含めて、ここにあるという情報が向こうに伝わっていなけ

れば、当然外国人は来ない。そういう意味では個々の自治体がグローバルの情報

発信ができる・することが一つの地域における付加価値を生むことにつながるの

ではということもありますし、グローバルに限らず、日本国内においてそういっ

た米沢ならではの付加価値情報を積極的に発信することは、この施策タイトルに

ある様々な情報とつながるということの中にはもっと踏み込んで入れてもいいの

ではないかと思います。極端な言い方をすると、ふるさと納税制度自体も米沢は

これだけ魅力ある資源に恵まれていながら、全国の先進地に比べれば認知度が低

く納税額が低いことがありますので、横断的な意味を含めて、サイバー若しくは

市民的なＳＮＳを含めた色々なネットワークを通じて市民同士や国内外の求めて

いる人や、グローバルに情報を求めている人に情報を発信し、つながるというこ

とが必要で、結果としてそれが、人が移住することにも、付加価値を生むという

ことにもつながっていくという意味で、是非その視点を入れていただければなと

思いました。 

会 長  どこかの自治体で、東京オリンピックに向けて、合宿誘致などで手を挙げませ

んでしたか。 

委 員  東京都内でも消滅可能性自治体の危険性が高まっていて、日本の中でも文化的

な資産を残している方が外国人旅行者や外国人移住者等の外国人流入量が多いの

です。日本としてのアイデンティティが感じられるところの方が、外国人の訪問

者が多いのです。やはり情報を積極的に発信して、米沢はケネディ駐日大使が他

の自治体に行かないのに訪れてくださるほど、文化的資源を持っているので、極

めて貴重なことだと思います。 

会 長  ありがとうございます。他にありますか。 

委 員  基本計画１５ページの施策２－２－１「学校教育の充実」に関して、資料４で
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も不登校について記載されていたことに意見としてお伝えしたいのですが、調整

内容では、学校に登校することが前提で他の教育施策が成り立っているとの考え

から不登校の解消が重要な課題であると回答があったのですが、今後学校教育を

考えていく上で、これからの時代には合っておらず、遅れているなと思って見て

いました。今国では、法律として多様な教育機会確保法という法律を制定する動

きがあり、不登校が解消するものではないという考えがあるのですが、学校教育

においても学校だけで何とかしようという動きではなく、法律を整備して、学校

へ行かなくても義務教育の義務を果たせるような動きが国ではあり、最近では報

道で取り上げられることも多くなってきました。学校が主体ではなくて、親が主

体となって教育計画を立てていくというのを国が打ち出しています。そこを学校

や民間ＮＰＯがサポートしていく流れがありまして、現在国が大枠を作っており、

自治体で動いているところもあります。不登校を解消するとは違う捉え方で、学

校に行くことよりも、何を学ぶかということが一番大切だと思います。先程不登

校の子どもたちへの一貫した支援で御意見がありましたが、関わっている私たち

からすると、一貫した対応を支援者がすることは大事だと思いますが、組織とし

て一貫したというよりは、柔軟な対応をしなければならないと思いますし、不登

校から社会参加できない若者がいる中で、学校段階での家庭や地域での連携を推

進することは掲げてあるので、それに合わせて、国でもそういう動きがあること

を踏まえて柔軟に対応すべきだと思います。施策の取組に関係機関と連携を図り

ますとありますが、同じような不登校の課題は昔からずっとありますので、関係

機関との連携を図るとか推進するという表現が現在の総合計画の表現になってい

るのかもしれませんけれども、実際そういった連携を実感する機会はほとんどあ

りません。具体的にどういう形で子どもたちをサポートしていくかという実施計

画のところを明確にしていただきたいなと、期待しています。 

会 長  いかがでしょうか。他にありますか。 

委 員  前の議題で公共交通の件で発言させていただきましたが、２４ページの施策２

－６－１の総合政策課と環境生活課で担当する「学生のニーズに対応した利便性

の高い公共交通機関等の整備を推進します」というところで、ここの担当課しか

触れていないのかと思います。重点事業でデマンド型交通システムの導入を推進

しますとありますが、この部分に対しての取組は、どの担当課でも触れていない

のかなと思います。公共交通というものは、整備をすることも大事だと思います

が、その前に存続させること、先程の市立病院の建替えもありますが、施設にお

いても整備をすることよりも、地域になくてはならない大切なものとして存続さ

せることが大前提だと思います。そのためには確実に収益をあげられるようなサ

ービスを提供して、健全な財政の運営をできる施設でなければならないと思いま

すので、公共交通もあり方も、学生の移動手段だけではなく、観光やまちなかの

活性化につながるような運用の仕方、あるいは、病院も診療科目を増やすだけで

はなく、色々なサービスを提供して収益を得られる体制づくりが必要だと思いま

す。収益という面では、公共交通のあり方や市立病院の建替え事業については、

健全な財政の運営のあり方ももう少し盛り込んでもいいのかなと思いました。 
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会 長  ありがとうございます。 

事務局  ただ今の公共交通についてですが、４５ページの施策４－３－３でデマンド交

通については触れておりますので御確認をお願いします。 

委 員  ３１ページの施策３－３「生きがいを持って高齢期を過ごす長寿のまちづくり

の推進」における目標値が記載されている老人クラブの加入者数は社会福祉協議

会に事務局があります。ここ最近高齢者は年々増えているのですが、老人クラブ

の加入者数は減少しております。６０歳以上は加入ができるのですが、老人クラ

ブというネーミングがそぐわないということがあり、県外ではキラキラクラブと

いった名称変更も行っています。目標値を見ますと現状値より２００人ほど増え

る目標値としており、社会福祉協議会としても課題ではあるのですが、行政側で

も現状の取組ではなく、新たな取組も必要だと思いました。また、３４、３５ペ

ージの身近な支え合いのあるまちづくりの推進において、地域福祉活動における

活動状況の推移で記載いただいておりますが、３４ページに社会福祉協議会へ設

置しているボランティアの登録者数と登録団体数がありまして、５年後で数値は

増え、ボランティアが実質増えているのですが、高齢化してきております。元気

な方はたくさんおりますが、若いボランティアの登録が必要だと思い、こちらも

課題と認識しています。また、地域福祉活動を進めるにあたって人材の育成や団

体の育成が記載ありますが、米沢がこれから地域福祉を進めるに当たっては、地

区委員制度がありますが、町内会長会という組織も是非立ち上げていただいて、

やはり町内会長が地域福祉活動を支えるための一番のキーパーソンになると考え

ておりますので、町内会長会の組織化をお願いしたいと思います。 

会 長  ありがとうございました。 

委 員  ２３ページ、施策２－６の表ですが、学園都市に関わる推移で２５年度までし

か数値がないですが、２６、２７年度も入れてもらったらいいのではないでしょ

うか。栄養大学が発足しておりますので。あと、先程言いましたが、５９ページ

施策６－１－４のコミュニティセンターの拠点整備のところで、「老朽化したコミ

ュニティセンター等施設の整備・改修を計画的に推進します」に建替えや改築を

入れていただきたい。あと、基本構想案の９ページにある、２郷土をつくる人材

が育つというところで、下から３行目に「郷土への愛着と誇りを持つための教育

を推進していきます」とありますが、先ほど申し上げましたが、「郷土への愛着と

誇りを持ち、地域への課題解決に資する教育の推進」に直していただけたらあり

がたいと思います。 

委 員  １５ページですが、施策２－２－１について、先程委員から発言のあった不登

校における国の新しい動きの件につきまして、新聞報道がなされておりまして、

おそらく今後見守らなければならないのだろうなと思いながら、施策での取組に

ある上から３行目を「支援を推進するため、支援体制の整備や関係機関との連携

を図ります」と「支援体制の整備」を入れていただけないかなと思います。とい

うのも、支援センターを新たに造るとか、現にある組織を拡充するとか、不適応

への対応する役割が今後増えてくるのではないかなということからです。もう一

点は１４ページの現状と課題の１行目の最後に、「家庭、地域、学校」と書いてあ
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り、下から２行目には「家庭、学校、地域」という順番になっています。意味が

あってここに書いているのかと思いながら、できれば「学校、家庭、地域」とな

れば、段々広がっていくのではないかと思い、一般的かとは思いますが、検討下

さい。 

会 長  それぞれの御専門の方からの発言で、他に何かありますか。よろしいでしょう

か。他に御意見等がなければ、本日の御意見を踏まえた基本構想・基本計画案と

重点事業案のパブリック・コメントに向けた最終調整について会長一任とさせて

いただくということでよろしいでしょうか。 

委 員  （異議なし） 

会 長  ありがとうございます。それでは次に進みます。その他についてでありますが、

委員の皆様や事務局の方から何かありますでしょうか。 

事務局  参考資料１「自治基本条例について」及び参考資料２「公契約条例について」

に基づき説明 

 この場をお借りしまして、２つの事案について、委員の皆さまの御意見をいた

だきたいと思います。 

 一つは参考資料１の自治基本条例について、もう一つが参考資料２の公契約条

例についてです。 

 導入にしている自治体は、自治基本条例は１１％程度、公契約条例は１６自治

体と全国的には少ないものとなっております。 

 これら条例制定につきまして、議会の一部より提案がございまして、これまで

内部で条例制定の必要性について研究してきました。しかし、多くの課題や問

題点があると捉えております。 

 自治基本条例は、地域課題の対応やまちづくりを誰がどんな役割を担い、どの

ような方法で決めていくか明文化したものです。自治体の仕組みの基本ルール

を定めた最高規範的性格を有する条例が多く、名称としては様々なものがあり

ます。全国的に見て、条例のタイプは３つに分けられます。総合条例タイプ等

ありますが、明確な類型ではなく、ほぼ定型化されております。構成としては、

市民の定義や住民投票のあり方、情報公開、個人情報の保護、協働関係につい

て挙げられております。 

 なぜ今検討を重ねているかといいますと、自治基本条例の問題点がございます。

全部で５つほどにまとめておりますが、一つは最高規範性ということで、ほぼ

すべての全国の条例はこの表現をしていますが、法律上条例に上下はありませ

んので、法制度上の問題があり、クリアできないのではという課題です。また、

市民の定義ということで、条例で定義付けをしているのですが、ほとんどのも

のは、住所を有する人だけではなく、市外からの通勤通学者や外国人まで拡大

しており、こちらも地方自治法等の兼ね合いで課題があると捉えております。

３つ目、４つ目は住民投票の件です。一つが住民を導入する際に外国人の参政

権を認めているということで、憲法に違反するのではというところです。さら

に、仮に住民投票した場合の議会との兼ね合いで、二重行政を生じる結果にな

らないのかという問題です。特に議会の決定と住民投票の決定が違った場合、
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かえって混乱を招くのではないかということで住民投票の制度上についての

精査がし切れていないというところです。そういった様々な課題、問題点があ

ります。 

 ただ、制定にあたって次の点を注意すればいいものができるのではないかとい

うところがあるのですが、一つは市民生活に本当に役立つのかという点を検討

しなければなりません。特に市民が本当に必要としているのかどうか、現行条

例で対応できないか検討が必要でございます。また、市政への妨げや議会の否

定につながらないかを良く検討する必要があります。これらの課題があるわけ

ですが、市では既に市民の市政参加については制度化しております。総合計画

策定条例、市協働推進条例、情報公開条例等がありまして、現状でも自治基本

条例の定めの多くをこれらの制定された条例で網羅されていると捉えており

ます。 

 参考資料２を御覧願います。こちらは公契約条例についてです。公契約条例と

は、少なくとも当事者の一方が公の機関である契約をいい、例えば本市の場合、

発注する道路改良工事等の公共工事や業務委託の契約などが該当します。この

条例は労働者の適正な水準の賃金等の確保と安定した労働力の確保、サービス

の質の向上を目的としておりまして、地方自治体が公共工事、委託事業を事業

者に発注する際、あらかじめ作業報酬の下限額を定めて受注者の企業努力と適

正な労働条件の確保を求めるものです。 

 公契約条例を制定する視点と問題点をご覧ください。利点ですが、４つほどあ

りまして、公契約のもとで働く労働者の適正な水準の賃金等の確保が図られ、

重層下請けの下位で働く人の賃金にも波及されるという利点があります。２つ

目は、適切な労働環境のもと安定した労働力の確保につながる、３つ目は、公

共工事・公共サービスの質の向上が期待できる。４つ目にダンピング防止につ

ながるという利点が言われております。 

 一方で問題点も多々あります。一つは、限られた地域で公契約のみの対象では

労働者全体の待遇改善にならないと言われておりまして、もともとは労働者全

体の待遇改善を目的としておりますが、市と契約した場合のみこの恩恵にあず

かれるのでは片落ちではないかという問題点です。２つ目の問題ですが、条例

が適応される労働者とそうでない労働者に賃金格差が生じるという問題が生

じます。異業種でも差が生じますし、同業種でも労働者間で差が生じる問題が

あります。また、同一企業内において働く方にも差が出てくる、これは、同じ

内容なのに公契約とそうでないもので差が生じてくるという意味です。３つ目

は、公契約条例は、労使間の労働契約に介入するものであり適切ではないとい

う問題もあります。また、４つ目として、同じ仕事を行っている業者があって、

高い賃金を支払う公契約業者と契約することについて納税者の理解を得難い

という問題点があります。 

 様々問題点を挙げさせてもらいましたが、この条例に対する本市の対応としま

しては、本市における建設工事及び建設工事に関する測量・設計業務等につい

ては、入札において低価格調査制度を導入しており、著しい低い価格での落札
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を防止する対策がとられているところであります。こういった意味で、労働環

境の確保も図られるものと考えております。また、委託業務を受ける労働者の

賃金を含めた労働条件については、労使双方で決定すべきものであり、労働基

準法や最低賃金法に基づき定められていることから、一自治体によって対応で

きるものではないと捉えております。そのようなことから、市では公契約条例

の制定に取り組む予定は今のところありません。繰り返しになりますが、この

２つの条例については良い点、悪い点がございます。内部で検討してきました

が、様々な問題があるということで、条例について見送っております。この２

つの条例についての市の考え方について、御意見等いただきたいと存じます。 

会 長  総合計画審議会ではあるのですが、委員へお諮りしたいという提案がありまし

た。それでは、委員の皆様から御意見を頂戴したいと思います。 

委 員  まず公契約条例については、ここに書いてある通り、私は必要ないと思います。

どちらかというと、この公契約条例の問題点は様々あるので、公契約条例を目指

すよりは、実は私、社会保険労務士の県の常務理事をしており、労働条件審査の

委員長をしておりまして、この労働条件審査というのは何かというと、まさしく

ここにあるように公共団体あるいは行政機関、公的機関が業務委託をしたり、請

負をしたり、指定管理をしたりと、民間企業の活力を使いながら行政を運営して

いるわけですけれども、その中で、民間企業で働く方々の労働環境や労働条件が、

労働基準法や労働賃金法、均等法、育休法、労働安全衛生法等の様々な労働関係

法令をしっかりコンプライアンスを守って、法令順守をしながら、しっかりと働

く人の環境を守っているのかを審査しています。全国で見れば、法務省が各地方

法務局、米沢法務局の窓口業務も委託しており、委託業者を決定する際も労務士

会でお手伝いをして社会貢献事業の一つとして、そういった行政機関が行う委託

に関する相手先企業の労働条件の審査をして、評価をして改善を促すという事業

をしておりますので、この労働条件審査を使ってもらいながら、相手先企業の環

境や労働条件、職場環境の改善につながりますし、ひいては市民サービスの向上

になり、働く人への福祉向上につながることで十分やっていけると思っているの

で、逆に公契約条例を見ますと参考資料にもあるように、色々な問題点を露呈す

ることになるのではないかなと思います。自治基本条例は、私個人としては、制

定する必要はなくて、今の自治法の中で十分、監査請求や直接請求等色々なシス

テムがありますから、そのシステムを使いながら、住民参加型の意思表示は出来

ると思います。この基本条例は不要だと思います。 

事務局  どうもありがとうございました。突然時間を割いていただいての御相談でした

ので、すぐには御意見がまとまらないと思いますので、この後、お気づきの点な

どありましたら事務局までメール等でお知らせいただければと思っております。

なお、私どもとしては、今御説明したとおり、制度的に課題や問題点が多いとい

う点で、現段階で条例制定の必要性について結論を出すのは時期尚早と考えてお

りますので、他の自治体等の動向を見ながらまた研究していきたいと思いますが、

今のところ制定する予定はありませんので、それを踏まえまして御意見等あれば

よろしくお願いいたします。 
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会 長  何かありましたら、メール等でお送りください。他になにかありますでしょう

か。 

事務局  ただいま、最終調整は会長一任ということで御了承いただきましたので、６月

中に、会長の最終確認をいただいた基本構想・基本計画案を委員の皆様にお送り

いたしますとともに、７月１日から７月２１日の期間でパブリック・コメントに

かけさせていただく関係から、次回審議会の開催予定は８月上旬とさせていただ

きたいと考えております。次回審議会では、最終的な計画案の決定をしていただ

き、答申予定となっております。具体的な日程等については後日改めてお知らせ

をさせていただきます。 

会 長  ８月上旬ということですが、お盆前あたりで考えているようです。日程を調整

いただければと思います。７月２１日までのパブリック・コメントを受けてもう

一度見直しをかけ、できたものを最終審議会の前に皆様にお送りして、最終審議

会で御承認いただいたうえで市長へ答申を行います。よろしくお願いいたします。

それでは、本日の審議はここで終了させていただきます。スムーズな議事運営に

御協力いただきましてありがとうございます。 

事務局  本日はお忙しい中、御出席いただきまして誠にありがとうございました。これ

をもちまして本日の米沢市総合計画審議会を閉会いたします。  

（４）閉会 

 

以上 


